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１. 補助制度の目的 

草津市気候非常事態宣言を機に草津市が進めるゼロカーボンシティに向けた取組を具

体的に定めた、第５次草津市地球冷やしたいプロジェクトに基づき、再生可能エネルギ

ーの普及拡大とエネルギーの地産地消を推進することで、エネルギー消費量が少なくて

も健やかで幸せに過ごせる住宅（健幸エコハウス）の普及や住宅用太陽光発電導入目標

の達成に資することを目的に実施するものです。 

 

２. 補助対象事業 

個人の既存住宅に太陽光発電システムおよび蓄電池を設置した場合対象となります。 

加えて、次のいずれにも該当する必要がございます。 

・エネルギー起源の二酸化炭素排出の削減に効果があるもの。 

・各種法令等を遵守した設備であること。 

・整備する設備は商用化され、導入実績があり、それに加えて、新品であること。 

（中古設備は対象外） 

・対象設備設置の施行者が滋賀県内事業者（滋賀県内に本店または事務所機能を有する

支店等がある事業者）であること。 

・既存住宅について、対象設備を設置する建物の建設工事期間と対象設備の設置工事期

間が重なっていないものが対象となります。 

※新しく御自宅を建てられる際の契約内容に、太陽光発電システムおよび蓄電池の設

置に関する内容が併せて組み込まれている場合は対象外となります。 

・住宅を購入された場合、所有権移転の次の日以降に対象設備の設置工事に着工してい

る場合が対象となります。 

 

３. 補助の対象となる方 

この補助金を申請する方は、次のいずれにも該当する必要があります。 

・交付申請日時点において、草津市に住民登録がある方 

・住民登録されている自ら居住する市内の住宅（賃貸住宅および集合住宅対象外）に設

置される方 

・市税を滞納していない方。 

・環境省の専用ソフトを用いて各家庭のライフスタイルに合わせた省エネ、省 CO2 対

策の提案が受けられる「うちエコ診断」を受診された方。 

・本人または本人の同居者等が、本補助金交付要綱第４条（５）規定する暴力団員等で

はない方。 
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４. 補助対象経費および補助金の額 

補助金の対象となる経費は対象設備の設置および導入に要した経費（消費税および地方

消費税は除く）のことであり、対象設備、補助金の額等は下記の通り。 

申請金額の（例）は P３のとおり 

 

設備名 補助率等 補助要件 

住宅用太陽光

発電システム 

３．５万円／ｋW 上限１５万円 

 

１ 太陽電池モジュールの公

称最大出力が２kW 以上、１０

kW 未満（増設の場合において

は、増設分が２kW 以上、既設

分との合計が１０kW 未満）の

システムであること。 

２ 蓄電池と併せて設置する

こと。 

蓄電池 ７．７５万円／kWh×１/３ 

（かつ、蓄電池価格の１/３以内） 

上限１５万円 

 

１ 住宅用太陽光発電システ

ムと接続し、同システムが発電

する電力を充放電できること。 

２ JIS規格または一般社団法

人電池工業会規約に準じてい

ること。 

３ 蓄電容量（複数台の場合は

その合計）が 1kWh 以上かつ

定格出力が５００W 以上であ

ること。 

４ 既存の住宅用太陽光発電

システムと接続する、または同

システムと併せて設置するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

（例）（申請金額：申請書抜粋） 

太陽電池 

モジュール 

（新設分） 

 製造者 品番・型名 
公称最大出力 

（Ａ） 

枚数 

（Ｂ） 

小計 

（Ａ×Ｂ） 

1 ●● ●● 390W  10 枚 3,900W  

2   W  枚 W  

3   W  枚 W  

 合計 3,900W  

 

・35,000 円×3.9kW ＝136,500 円 ⇒ 【A】申請額：136,000 円 

※申請額に千円未満の端数があるときは千円未満を切り捨てて申請 

 

蓄電池 

（蓄電池シ

ステム） 

 製造者 品番・型名 蓄電容量 価格 

1 ●● ●● 4.5kWh 600,000 円 

2   kWh 円 

3   kWh 円 

 合計 4.5kWh 600,000 円 

 

・77,500 円×4.5kWh×1/3＝116,250 円 ⇒【B】申請額：116,000 円  

（600,000 円/3＝200,000 円） 

※申請額に千円未満の端数があるときは千円未満を切り捨てて申請 

 

 

交付申請額 

交付請求額 

  

2 5 2 0 0 0 円 

  

 

【A】136,000 円 + 【B】116,000 円 ＝ 交付申請額：252,000 円 

※太陽電池モジュールと蓄電池を併せて設置し、それぞれの申請額に千円未満の端数があ

るときはそれぞれで切り捨てを行い、切り捨て後に合算し御申請ください。 
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５. 申請に必要な書類について 

・草津市健幸エコハウス（太陽光発電・蓄電池）普及促進補助金交付申請書 

（兼 実績報告書、交付請求書） 

・対象設備のカタログ等の写し 

・対象設備の設置に係る契約書の写しおよび設置工事着工日がわかる書類 

・対象設備の設置工事が完了したことを証明する資書類 

・振込先口座の通帳の写しまたは振込先口座のキャッシュカードの写し 

・「うちエコ診断」を受診したことがわかる資料 

・蓄電池が JIS規格または一般社団法人電池工業規格に準じていることがわかる資料 

※その他市長が必要と認めるもの 

（上記の他に追加で資料を御提出いただく場合がございます。） 

 

６. 交付申請書の受付 

 交付申請書の受付期限は令和９年３月３１日（水）までです。 

提出にあたりましては、交付申請書の記載内容および添付資料について誤りがないか御

確認いただき、御申請ください。なお、郵送される場合は、特定記録郵便にて「補助金

交付申請書在中」と朱書きの上、下記の申請先に送付をお願いします。（消印有効） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. 手続き代行者 

 補助金の申請にあたり、補助事業にかかる工事または販売を行う者に対して、手続き

を代行させることができます。その場合は、申請書に代行者に関する情報をご記入くだ

さい。なお、交付決定通知書等については代行者でなく申請者の方にお送りします。ま

た、手続きを代行される方は、本手続きの代行で得た情報について、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）に従い、情報等は適切に取り扱ってください。 

 

＜申請先＞ 

〒５２５－８５８８ 

 滋賀県草津市草津三丁目１３－３０ 

 草津市温暖化対策室 宛て 
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市 申請者 

 

８. 主な補助金申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 対象設備に係る契約および工事着工 

（令和 8 年 4 月 1 日以降） 

② 工事完了 

（令和 9 年 1 月 31 日まで） 

③ 草津市健幸エコハウス（太陽光発電・蓄電池） 

普及促進補助金交付申請 

（令和９年３月３１日まで） 

 

 

④ 交付申請確認・審査 

 

 

⑤ 交付決定 

⑥ 補助金振込 

⑦必要に応じてデータ等の提供 

（データ等の提供は市から申し出があった場合） 

 

 

⑤ 不交付決定 
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９. よくある質問 

（１） 補助対象について 

No. 問い合わせ内容 回答 

１ マンションに住んでいますが、補助金の

対象となりますか。 

補助金の対象となりません。戸建

住宅が対象となります。 

２ 家を新しく建てる（新築）際、併せて太

陽光パネル、蓄電池を設置した場合は補

助金の対象となりますか。 

補助金の対象となりません（契約

が同じ場合）。本補助金は既存の住

宅に設備を設置される場合対象と

なります。 

３ ポータブルバッテリーに接続できる太

陽光パネルなど、ベランダに設置するタ

イプの太陽光パネルは補助金の対象と

なりますか。 

補助要件を「太陽光パネル（太陽

光モジュール）の公称最大出力が

２kW 以上、１０kW 未満であるこ

と」と定めていますので、これに

該当するか御確認下さい 

４ 太陽光パネルのみ設置していますが、新

たに蓄電池を購入し既存の太陽光パネ

ルと接続した場合補助の対象となりま

すか。 

補助金の対象となります。しかし、

設備に補助要件はございますの

で、ご確認の上ご申請ください。 

５ 施工業者が県外事業者でも補助金の対

象となりますか。 

対象外となります。対象設備設置

の施工者は滋賀県内事業者（滋賀

県内に本店または事務所機能を有

する支店等がある事業者）である

必要がございます。 

６ 契約を令和８年３月３１日に行い、工事

着工を令和８年４月１日以降に実施し

た場合、補助金の対象となりますか。 

対象外となります。契約日、工事

着工日いずれも令和８年４月１日

以降である必要がございます。 
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（２） 申請書について 

No. 問い合わせ内容 回答 

１ 申請書に記載する蓄電池（システム）に

関する価格には工賃等は含めますか。 

含めません。蓄電池価格（税抜き）

のみ御記入ください。 

２ 契約書で、工賃等を除いた蓄電池価格を

示すことができない場合別途書類提出

は必要でしょうか。 

必要です。契約金額の内訳がわか

る資料を御提出下さい。 

３ 申請者情報と振込先名義人が異なって

いても問題ないでしょうか。 

申請者情報と振込先名義人は同じ

である必要がございます。 

４ 既設の太陽電池モジュールの場合でも、

添付資料にカタログ等は必要ですか。 

必要です。 

５ 対象設備の設置工事が完了したことを

証明する書類に指定のものはあります

か。 

任意様式で結構です。但し、施工

者が県内事業者であると確認がで

きるよう住所等が記載されている

ものを御提出ください。 

６ 既存の太陽電池モジュールを設置して

いてこの度新しく蓄電池を設置する場

合でも、申請書に既存の太陽電池モジュ

ールの情報を記載する必要があります

か。 

既存の太陽電池モジュールの情報

を記載ください。 

７ 既存の太陽電池モジュールが廃盤とな

りカタログが無いため、記載ができませ

ん。 

空欄でもよろしいでしょうか。 

当時の契約書、竣工図等を確認い

ただき御記入をお願いします。ま

たその際、記入いただいた情報が

確認できる部分を添付資料として

御提出ください。 

８ 交付申請額を間違えた場合訂正印を押

印の上、修正すれば受理していただけま

すでしょうか。 

交付申請額を間違えた場合は訂正

印対応できかねますので、再度申

請書の御記入をお願いします。 

９ 申請書に押印する箇所がありますが自

筆のサインや拇印で代用可能でしょう

か。 

代替は出来かねます。必ず押印し

御提出いただきますようお願いし

ます。（認印可） 
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１０ 交付申請額に記入する金額は千円未満

切り捨てでしょうか。 

交付申請額に記入する金額は千円

未満切り捨てとなっております。 

例えば、蓄電池のみの申請の場合

蓄電池 123,400 円⇒123,000

円 

蓄電池+太陽電池モジュールの場合 

蓄電池 123,400 円⇒123,000

円 

太陽電池モジュール 

123,400 円⇒123,000 円 

申請額：246,000 円 

（蓄電池と太陽電池モジュールを

併せて申請する場合は、それぞれ

で千円未満切り捨てていただいた

上で合算して御申請ください。） 

 

（３） その他 

No. 問い合わせ内容 回答 

１ 他の補助金と併用は可能でしょうか。 可能です。 

２ 申請は郵送や直接持参しなくとも、メー

ル等で申請書等一式添付して、申請する

ことは可能でしょか。 

メールでの受理は出来かねますの

で、御申請の場合は直接窓口にお

越しいただき御申請いただくか、

郵送で御申請いただきますようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

１０. 提出書類のチェックリスト 

No. 名称 確認事項 

 □ 交付申請書（兼 実績報

告書、交付請求書） 

□ 押印済みか □ 申請金額に誤りはな

いか（千円未満切り捨て） 

□ 振込先口座の名義人は申請者、契約者

と同一となっているか 

□ その他記入漏れはないか 

 □ 対象設備のカタログ等の

写し 

□ 太陽電池モジュール（既存） 

下記の事項は確認できるか 

□ 製造者 □ 品番・型名 □ 出力 

□ 太陽電池モジュール（新設） 

下記の事項は確認できるか 

□ 製造者 □ 品番・型名 □ 出力 

□ 蓄電池 

下記の事項は確認できるか 

□ 製造者 □ 品番・型名 □ 容量 

□ 価格（税、工賃等は含まれていないか） 

□ パワーコンディショナー 

下記の事項は確認できるか 

□ 製造者 □ 品番・型名 □ 出力 

 □ 対象設備の設置に係る契

約書の写しおよび設置工事着

工日がわかる資料 

□ 契約日および工事着工日は 4 月 1 日

以降となっているか 

 □ 対象設備の設置工事が完

了したことを証明する資料 

□ 提出する資料は県内事業者が施工した

とわかるものになっているか（住所等の記

載はあるか） 

 □ 振込先口座の通帳の写し

または振込先口座のキャッシ

ュカードの写し 

□ 金融機関名 □ 口座番号 

□ 名義 

 □ 「うちエコ診断」を受診

したことがわかる資料 

□ 受診者は申請者と同一か 

 □ 蓄電池が JIS 規格または

一般社団法人電池工業規格に

準じていることがわかる資料 
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１１. その他 

・ 本補助金は国等の補助金と併用は可能ですが、他の補助制度についてはそれぞれの

制度により併用が認められない場合もありますので、他の補助制度の詳細について

は各担当機関へお問い合わせください。 

 

・ この補助金を受けて設置した太陽光発電等については、事業の完了後においても善

良なる管理者の注意をもって適正に管理いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

〒５２５－８５８８ 

滋賀県草津市草津三丁目１３－３０ 

 草津市役所 環境経済部 温暖化対策室 

  ＴＥＬ  ：０７７－５６１－６５８１ 

  ＦＡＸ  ：０７７－５６１－２４８６ 

  Ｅメール ：ondanka@city.kusatsu.lg.jp 


